
 

＜答弁＞ 

 初めに、利用者数については、今年度の実績としまして西部地域で１日当たり８．７人、  

南部地域で３．６人となっており、今後は、予約不要な定時運行便の拡大、停留所の統廃合、

ルートの見直し等について検証するとともに、地域のご意見も定期的にお伺いしながら、   

利用者数の増加を目指してまいります。 

 事業の目標としては、西部地域、南部地域それぞれ、長期的には１日の利用者数２０人、

認知率８０％としており、短期的には利用者数１０人、認知率３０％としております。なお、   

１日の利用者数５人、認知率１５％を下回るようであれば事業の見直しが必要となります。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 乗合タクシーについては、高齢者の通院や買い物時の利用が大半を占めており、電話での

予約、現金や回数券での支払いが現時点では利用者ニーズにあったものと考えていますが、

今後の地域へのアンケート調査において、ネット予約やキャッシュレス決済の要望が増えて  

くるようであれば、コスト面を含めて検討してまいりたいと考えています。 

 

 



 

 

 

 

＜答弁＞ 

 シェアサイクル利用者の苦情について、事業者に確認すると、令和３年度は約１４００件中、

返却時の通信障害が約１０００件、自転車の損傷が約９０件、バッテリー切れが約２０件などに

なっております。また、その他の要望は寄せられていませんが、課題としましては、更なる   

ポート増設が必要と考えておりますが、上野や東豊中町は住宅地が多く、ポートの候補地と 

なる公共施設が少ないこと、利便性の高い道路上のポート設置に必要な許可について、  

今後、道路管理者や警察との更新協議を進める必要があること等があげられます。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 本格実施に向けては、コンビニ等民間施設へのポート増設などを検討しており、更なる   

利便性の向上や利用者の増加を図ってまいります。目標とする利用回数については、現状で

月に約８０００回の利用があり、ポート数８５か所を設置しておりますが、本格実施を開始した 

３年後の令和７年１１月に向けて、事業者の採算ベースも見込み、利用回数として      

月３４０００回、ポート数１７０か所を目標としております。 

 

 



 

 

 

 

＜答弁＞ 

 バスお試し乗車券は、転入手続きの際に、現在配布している「阪急バスのノリセツ」と    

あわせて、２２０円のお試し乗車券が２枚セットされたパンフレットを配布する予定です。その 

目的と期待する効果ですが、モビリティマネジメントの一環であり、転入後、一度バスを利用  

してみて、通勤や通学時の交通手段の一つとして頂くことを期待しており、マイカーではなく  

公共交通の利用の促進を目的とするものです。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 転入者を対象とした利用としては、転入時の生活様式が変わる際に公共交通を利用する 

きっかけとなることや、若い世代を想定し、幼少期から公共交通に親しんで頂くことが、    

効果的であると考えたものです。また、今回実施するバスお試し乗車券の配布は、モビリティ 

マネジメントを推進するための最初の試みであり、今後は、豊中東西線やデマンド型乗り合い 

タクシー、シェアサイクルなどの情報が一冊にまとまった、公共交通の更なる利用促進に   

向けて、今回の試みの検証もした上で、検討してまいります。 

 

 



 

 

 

 

＜答弁＞ 

 管理運営事業者選定の経緯と方法につきましては、自転車駐車場の整備について、   

従前は用地の確保を市が行い、建設・管理運営はこれを専門とする公益財団法人自転車 

駐車場整備センターが進めておりましたが、時代の変化とともに、民間事業者が管理する  

駐輪場も一般的になり、平成２８年度には、駐輪場の形態・運営の見直しを行いました。その

取り組みの一つとして、曽根駅と緑地公園駅周辺駐輪場をモデル地区として選定し、整備  

センターから返還を受けた上で、平成２９年度に事業者を公募、平成３０年度から株式会社 

アーキエムズが管理運営を行っており、年間７７８万円の使用料等を徴収しております。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 公募の対象地区としては、用地が市有地である、駅地区内の全駐輪場の建設等負担額の

回収が終了しているといった条件が必要ですが、現時点では、先程の曽根駅と緑地公園周辺

以外に該当する地区がございません。また、平成２９年度までは、整備センターが運営する 

全駐輪場において使用料等を免除していましたが、平成３０年度からは建設等負担額の   

回収が終了した駐輪場について、使用料等として５０％を徴収することとしており、       



年間約９８０万円の歳入があります。 

 

 

 

 

 

 

＜答弁＞ 

 バリアフリー情報の発信については、駅周辺を対象とした「バリアフリーマップ」を作成済みで

あり、これまで道路・駅・公園・音響信号などのバリアフリー情報の提供に取り組んでまいり  

ました。今後は、市有施設、民間施設におけるバリアフリートイレの有無や施設出入口部の  

バリアフリー化の状況について、先程の「バリアフリーマップ」に新たに追加する予定としており、

現在策定中のマスタープランにも、このことを謳う予定としております。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 バリアフリー情報の提供については、誰もが必要な情報を公平に取得できるようにするため、

デジタル技術なども活用した情報発信が必要と考えており、バリアフリーマップの見直し、   

音声・音響案内、ピクトサイン等の情報アクセス環境の整備を進めて参ります。 

 また、「バリアフリーマップ」の提供方法につきましては、情報冊子の配布やスマホ・     

パソコンから閲覧できるウェブマップの作成を予定しており、作成にあたっては、バリアフリー 



推進協議会等を通じて、障害のある人や高齢者など多様な個性の当事者・利用者の意見を

反映してまいります。 

 

 

 

 

 

 

＜答弁＞ 

 ネットワーク計画において、優先度１と２の路線延長は２ｋｍ、それ以外の路線は約７１ｋｍ 

あり、順次整備を進めるものですが、今後交通状況や利用者意見等を踏まえ、５か年    

サイクルで必要に応じて優先順位の見直しを行ってまいりたいと考えております。 

 

 

 

 

 



 

＜答弁＞ 

 音楽が感じられ活力とにぎわいの創出を支援する道のコンセプトとしましては、音楽の    

３要素であるリズム、メロディー、ハーモニーの３つのゾーンに分け、これにふさわしい景観  

整備を進めております。 

 具体的には、音の流れを表現した平板舗装、ピアノの鍵盤をあしらったブロックによる    

植栽帯の整備、音楽を目で見て感じさせるオブジェの設置など行っており、市民の方々が  

音楽に親しみを感じ、まち歩きや周辺店舗などを利用する機会が増え、活力とにぎわいの  

創出を支援できるものと考えております。音大生との具体的な関わりにつきましては、平成  

２６年度に整備ルートの選定を行う際、アンケート調査を実施しており、平成２８年度に景観 

整備の内容を決める際には、ワークショップ３回開催し、平板ブロックのデザインについて   

意見を交わしております。また、令和２年度は、庄内北回り線と穂積菰江線との交差点部に 

おけるポケットパークの設計を実施するにあたり、アンケート調査を実施し、休憩施設や    

ベンチなどの整備内容について意見を交わしております。 

 

 

 

 

 

 



＜答弁＞ 

 三ツ池の法面及び道路の状況につきましては、道路を支える護岸のうち、今回の工事箇所

のみがコンクリート構造物で保護されていない土の状態で、長年の降雨等により法面中腹部が

侵食されたことから、路肩に設置されている照明柱や柵が徐々に池側へ傾き、道路表面に 

亀裂が発生しているものです。 

 なお、近隣への被害等につきましては、近接する住宅は擁壁等で仕切られ独立している  

ことから、法面の浸食による影響はありません。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 改修工事の効果についてですが、浸食されている法面を整形し、コンクリートブロックで   

補強することから、道路を支える法面が安定し安全な通行が確保できるものと考えて     

おります。 

 

 

 

 

 

 

＜答弁＞ 

 植替えする場所の選定や順番につきましては、緑被率の低い南部地域を優先し、毎年   

６０本程度の植替えを行う予定ですが、各路線においては街路樹の間隔や出入口等の   

視距を考慮し、植替える位置を決定しております。また、樹種につきましては、並木の景観を

保全するため同樹種の植替えを基本としております。 

 

 

 



 

＜答弁＞ 

 危険木の伐採につきましては、毎年行っているものではなく、前回点検で異常が       

見受けられたものを５年に１回、全数を１０年に１回調査することとしており、危険木と判定  

されたものは点検後速やかに伐採しているもので、実績としては平成２８から２９年度にかけ、    

約７００本を伐採しております。令和４年度は、前回、異常があった約８００本を点検対象と  

しており、前回点検から間もないことから、危険木の数は少ないものと考えておりますが、   

伐採後の植替え時期については、経費等を考慮し、１０年計画に盛り込むかどうかを検討して

まいります。 

 

 

 

 

 

 

＜答弁＞ 

 事業者の選定方法については、令和元年度までは公募型プロポーザル方式による随意  

契約、令和２年度以降は、業務実績や空洞発見率などの条件を付した一般競争入札と   

なっています。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜答弁＞ 

 手引きにつきましては、上下水道事業運営審議会で審議頂いた内容を踏まえて、今月の 

末に第１版として取りまとめることとしています。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 手引きの作成にあたりましては、経営目標指標も新たに追加することとしており、これまでの

料金回収率や流動比率に加えて、企業債残高と収益との比率や、必要とする現金預金の 

残高などを具体的に設定する予定です。今後は、これらの指標を参考に進行管理を行い、 

料金や使用料改定のタイミングを見極めていきたいと考えています。 

 料金や使用料改定の算出方法につきましては、総括原価方式をベースに将来に渡って  

資産を健全に維持していくための資産維持費を明確にするほか、基本料金の比率を高めて 

いくことや、生活用水への配慮をしつつ逓増度を緩和していく方向性で、考え方や手順を  

取りまとめるものです。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 資産維持費をはじめ、基本料金と従量料金のバランスや比率、逓増度につきましては、その

考え方や方向性を今月末に取りまとめます手引きに示します。資産維持費につきましては、 

料金・使用料の算定期間を定め、直近の予算や決算の数値を用いて、常に最新の財政収支

を確認しながら設定する必要があります。基本料金と従量料金のバランスや比率、逓増度に

つきましては、改定に伴うお客様のご負担などを考慮しながら設定する必要があります。   



これらを勘案して、料金・使用料改定に備えていくこととしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜答弁＞ 

 市営住宅には、公営住宅法に基づく公営住宅のほか、改良住宅、コミュニティ住宅、   

従前居住者用住宅とに分類されます。公営住宅以外の市営住宅は、住宅地区改良事業や

密集市街地総合整備事業等の実施に伴い、住宅を失うことで住宅に困窮すると認められる

世帯を入居対象としています。 

 それぞれの管理戸数と入居率は、令和４年１月１日現在で、 

改良住宅が１９９戸で約９８％ 

コミュニティ住宅が２２５戸で約９６％ 

従前居住者用住宅が７５戸で約６８％となっております。 

 なお、入居率には、先程申し上げたような入居対象世帯がいない場合に、住宅を公営   

住宅とみなして入居させることができる「みなし公営住宅」の入居世帯も含まれます。 

   

 

 

＜答弁＞ 

 市営住宅長寿命化計画において建て替えを予定していない市営住宅は、計画修繕を実施

することにより、長寿命化を図るべき住宅と位置づけており、今後も市営住宅として維持管理

する計画となっています。建設時の根拠法が異なるため、住宅そのものを公営住宅に変える

ことはできませんが、根拠となる事業に基づき入居すべき世帯がいない場合は、先程    

申し上げた「みなし公営住宅」として、公営住宅と同様に入居者を公募し、入居させることが 

できるものとなっております。 

 

 



 

 

 

 

＜答弁＞ 

 減額となっている主な理由は、家賃収納率が向上し、家賃滞納を理由とした明渡し訴訟の

対象者が減少傾向にあることにあります。これは、滞納初期から電話による催促などに加え、

出来るだけ長期滞納とならないよう、面談の実施や訪問による指導などを行っていることに 

よる効果によるものと考えています。 

 その他に、口座振替による家賃収納の促進や、収入面の理由から家賃の支払いが困難に

なっているなどのご相談に対しては、福祉事務所やくらし支援課への相談を促すなど、     

それぞれの事情に応じた対応を行っていることが、長期滞納の抑止に繋がっており、     

結果として訴訟等の対象案件の減少に繋がっているものと考えています。 

  

 

 

＜答弁＞ 

 市営住宅の管理につきましては、平成１８年度から指定管理者制度を導入し、平成２３年度

から公募により選定された事業者による管理が始まりました。平成２２年度における家賃   

滞納額、家賃収納率、明渡し訴訟の件数は、それぞれ約２３２１万円、９６．１％、６件。   

平成２７年度は、それぞれ約１２３０万円、９７．８％、４件。昨年度は、それぞれ約２１３万円、



９９．６％、０件でした。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 指定管理者の公募にあたりましては、確保するべきサービス水準として、まずは一定の   

収納率を達成することを求めており、応募団体から水準を上回る収納率の提案があれば、 

その提案値を毎年度の目標値としております。収納率が提案値を下回った場合は、その  

実績値に応じて算出した金員を、ペナルティーとして市に支払うものとしております。     

ペナルティーの効果としましては、収納率の低下を抑止し、安定した歳入確保に資するものと

考えております。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 先ほど申し上げましたように、家賃滞納につきましては、滞納初期の段階から、電話による 

督促や、それぞれの事情に応じた対応を行うことで長期滞納を抑止し、出来るだけ入居者に 

とって負担にならないような対応を行っております。家賃収納率の向上は、過度な督促や  

強引な取立てによることなく実現しているものでございます。 

 

 

 



 

＜答弁＞ 

 本市では、５年毎に行われる住宅・土地統計調査に基づく住宅ストック基礎調査を実施して

おりますが、マンションの戸数や建築年の推計状況は確認しているものの、管理状況の    

実態把握はできておりません。令和３年度に国により本市域を対象としたマンション実態    

調査が行われたため、本市が調査データの提供を受け、マンション管理適正化推進計画を 

作成するための基礎データとしております。 

 調査につきましては、市内のマンション８３７件にアンケートを送付し、２３７件の回答を得て 

おります。また、築３０年以上のマンション３８６件については大阪府マンション管理士会による

現地調査を行っております。アンケート調査では戸数や築年数、管理状況の把握のほか、 

現地調査ではマンションの外壁や清掃状況、ごみ・不用品の放置状況等の目視確認を行って

おります。 

 アンケート調査により管理組合が組織されていないとの回答があったマンションは６件あり、 

そういったマンションが適正に管理されていない恐れがあるため、今後実態把握を行って  

いきます。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 適正に管理されていないマンションについては、まずは管理状況の把握を行った上で、管理

組合等に対し、課題の内容に応じて、マンション管理士や建築士、弁護士等の専門家を派遣

するアドバイザー派遣制度を活用頂くことを想定しています。今回の法改正において罰則   

規定は設けられておりませんが、市が必要に応じて助言・指導及び勧告ができることになって

います。また、管理計画の認定を受けたマンションについては、市場で高く評価されるなどの 

メリットが期待されます。 

 

 



 

＜答弁＞ 

 市としては、マンションの管理状況を把握する必要があると考えており、現在パブリック    

コメントを行っているマンション管理適正化推進計画の中で、市内分譲マンション管理組合の

実態把握の推進を目標の一つとしております。定期的にアンケート調査を実施する等により、

実態把握を進めることで、まずは計画期間である令和８年度末までに５０％以上の管理   

組合の管理状況を把握することを目標としております。 

 

 

 

＜答弁＞  

 本市では管理不全に陥るような大きな課題を抱えるマンションはありませんが、マンション 

実態調査結果によると、管理組合の役員等の人材不足や管理費の不足・滞納等の問題が 

生じているマンションが見受けられます。高経年化するマンション等の適正な維持・管理を  

行って頂くために国は法律を改正し、法に基づき市はマンション管理適正化推進計画を作成

しますが、計画に示す施策を検討するためにはマンションストックの基礎的な情報や管理  

実態を把握するために調査が必要と考えています。建設後４０年を経過した高経年マンション

が本市でも増加することから、老朽化や居住者の高齢化による管理組合の担い手不足等、

維持・管理に課題を抱えるマンションが発生することが予見されますので、それに先立ち   

マンションの適正管理を行って頂くため本計画を作成するものです。 

 

 



 

＜答弁＞ 

 まちづくり協議会が活動している地域では、賑わいを創出し、まちの魅力を向上させる    

イベントの実施、空き店舗や建物の建替えの相談等が行われているところや、自転車の安全

走行の啓発、まちに花やみどりを育てる活動などに取り組んでいるところがあり、地域主体の 

まちづくり活動が行われています。 

 一方、まちづくり協議会が無かったり、活動が停滞している地域では、様々な地域活動が  

ある場合であっても、地域で情報を共有しながら連携する場がなく、地域課題に応じた     

まちづくりにつながりにくいものと考えております。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 まちづくり協議会は、地区住民の過半数の賛同を得て、市長の認定を受けまちづくり構想に

基づくまちづくり活動を行うものです。一方、地区まちづくり活動団体は、賛同の要件は設けて

おらず、自らの土地、建物等の利用改善のため５名以上でかつその半数が地区住民で構成 

される団体であれば登録することができ、気軽にまちづくり活動を始められる制度です。団体の

登録件数につきましては、３年で１０件程度の申込を見込んでおります。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 地区まちづくりルールにつきましては、地域の自主的なルールを登録できるようにするもので、



法的な拘束力や強制力はございません。市のホームページ等に周知することで、新たに   

その地域に住もうとされる方も事前に確認できるものとなります。 

 

 

＜答弁＞ 

 まちづくり構想の目標年次は、今後新たにまちづくり構想を策定する際に必須となるもので、

既存のまちづくり構想に目標年次の追加が必要となるものではございません。 

 

 

 

 

 

 

＜答弁＞ 

 豊中駅周辺再整備構想において、優先的な取り組み項目として、銀座通りと一番街の道路

空間の再編整備と空間活用方策の検討、及び府道豊中亀岡線と市道東豊中線の交差  



部分の改良を挙げています。 

 具体的な整備内容については、地域の皆さまがまちづくり活動などを行う上で、どのような 

道路空間の整備が必要かを把握した上で、関係部局との調整、連携を図り、実現可能性も 

含めた検討を行い、事業化に向け取り組んでまいります。 

 また、実現に向けた課題と致しましては、豊中駅周辺は既成市街地であることから、道路 

拡幅などの余地は少なく、現状の道路敷において、地域の皆様が求められる機能をいかに 

して確保するか、ということであると考えております。 

 

 

 

 

 

＜答弁＞ 

 千里中央地区再整備事業は、官民が相互協力しなければ成立しない事業であり、いかに 

高い相乗効果が得られる事業と出来るかが重要であると考えております。 

 また、平成３１年に策定した「千里中央地区活性化基本計画」を実現することが再整備の 

目標でございます。 

 この度、公表いたしました「千里中央地区 東町中央ゾーン再整備事業の検討概要」では、

市道と民有地の土地交換、分散しているバス乗降場の集約化、道路上空利用の制度活用 



などを示しております。これらは、まちの利便性や快適性の向上、大街区化による一大    

商業核の形成を実現するためのものであり、目標の達成に大きく寄与するものであると    

考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜答弁＞ 

 市域で発電された再生可能エネルギーの余剰電力を、市域で消費する仕組みを構築する

ための可能性調査を行います。「第２次地球温暖化防止地域計画」を改定し、ゼロカーボン 

シティをめざす本市として、再生可能エネルギーの導入を加速するものです。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 市域で発電された再生可能エネルギーの余剰電力を、市域で消費する仕組みを構築   

します。確保する電力は、固定価格買い取り制度を終了した家庭等の電力、市有施設等で 

新たに設置する太陽光発電システムで創出する電力などを想定しています。供給先は、  

市有施設で使用をはじめ、全ての市民・事業者が対象となります。事業については、次年度の

「電力の地産地消事業可能性調査」実施後に小売電気事業者と協定を締結し、需要と    

供給の調整を図っていくことを考えています。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 供給可能電力量は、今後の「電力の地産地消事業可能性調査」で把握できるとして    

いきたいと考えています。また、どのくらいの市民や事業者が供給の希望があるかについては、  

供給時の価格設定などに影響される部分もあり、調査後の小売電気事業者との協議の中で

想定していきたいと考えています。あわせて、需要と供給のバランスについても、事業当初から

どの程度電力を確保できるのかなど調整していきたい。 

 



 

＜答弁＞ 

 クリーンランドでのごみ焼却発電については、自家消費分を除き、余剰電力のうちバイオマス

由来の電力分は固定価格買取制度により関西電力に売却しており、利活用できる可能性の

ある電力は、毎年入札により小売電気事業者へ売却している非バイオマス電力となります。 

年間約３０００万 kwh の電力がありますが、この電力については、一部事務組合を組織して 

いる兵庫県伊丹市との関係もあり、今後３者の中でも利活用の可能性について協議して   

いきたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

＜答弁＞ 

 「第２次豊中市地球温暖化防止地域計画」の着実な推進に向けて、省エネルギー行動を

行った市民に対し、地球温暖化防止エコポイント「とよか」を発行しています。 

 

 

 



＜答弁＞ 

 毎年度８０万ポイント予算化しているが、配布ポイントの実績は平成３０年度が６１万ポイント、

令和元年度が７５万ポイント、令和２年度が２５万ポイントの発行となっています。       

「省エネルギー診断」などの事業への参加者の年代は４０代と６０代が多く、性別は比較的 

女性の参加率が高くなっています。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 この事業の効果だけではないが、市域の温室効果ガス排出量の削減目標である市民１人 

あたり１９９０年度比で２０２７年度に３２．１％の削減目標に対し、２０１９年度は２１．８％の 

削減で順調に減少しています。「とよか」は、１００％デジタル地域ポイントへの移行を考えて 

います。制度の見直しについては、次年度以降に国が実施する環境に配慮した行動をとった

個人にポイントを発行する「グリーンライフ・ポイント」と合わせて事業が実施できないかなど、 

動向を注視していきたい。 

 

 

 

 

 

 

＜答弁＞ 

 島根県が、森林整備や木材利用に関する二酸化炭素固定量を認証しています。また、  

大阪国際空港の就航都市のうち特に友好関係にあり、平成３０年１２月には隠岐の島町産の



木材を使用した記載台を頂いた経緯があります。７５万円の予算で、町有林１５ヘクタールの

下草刈り分を負担することで、年間約３７ｔ-ＣＯ２の吸収量を見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

＜答弁＞ 

 燃料電池自動車が納入された「ネッツトヨタニューリー北大阪株式会社」と令和４年３月末に

包括協定を締結する予定です。その協定に基づき、燃料自動車を活用した環境学習の教材

作成やエコカーの普及促進、エコドライブの推進、市政情報の周知に関することなどを協働で

取り組んでいきたいと考えています。燃料電池自動車は、予定より遅れましたが、１月２０日に

納車され、事業者から職員等を対象とした説明会を１月３１日に開催しました。次年度の  

予定は、協定に基づく事業や当部公用車としての活用のほか、小学校やこども園への出前 

授業、市民環境店やくるま大集合などのイベントでの活用を図っていきます。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 これまで実施してきた「里山デイキャンプ」などの自然体験型環境学習を、両町との「森林 

環境保全に関する協定」に基づき、本市では希少となった豊富な自然環境を活用した学習 

内容のプログラムを構築していきます。構築するプログラムは、オンラインで実施できるものと、



休日等に小学生を対象とした現地体験型の環境学習を想定しています。 

 

 

 

 

 

 

＜答弁＞ 

 食品ロス削減も含め、廃棄物の減量に係る取り組みについては、発生抑制が最優先で   

あるため、周知啓発が重要と考えています。これまで食品ロス削減に関わって実施してきた 

啓発活動としては、食品ロス削減ハンドブックの発行や宴会シーズンに合わせた３０１０運動の

展開、食品ロス削減に関する取組みを行っている豊中エコショップ認定店舗でステッカー表示

するラベリング制度の実施などがあります。また、ご家庭で余っている食品を持ち寄り、それを

必要としている福祉団体に寄附するフードドライブ活動にも取り組んでいます。その他、学校 

給食での調理残渣や食べ残しについては堆肥化を行っています。 

 食品ロス削減の取り組みについては、周知啓発が主であり、実際にどれだけ削減できたかを

示すことは難しいですが、令和２年度の豊中市が関わったフードドライブでの実績で申し上げ 

ますと、２６８６．２ｋｇの食品が集まりましたので、少なくともその分は食品ロスが削減されたもの

と考えております。 

 

 

 

 



＜答弁＞ 

 中学校給食のあり方については、教育的観点から豊中市教育委員会で検討・決定される 

べきものであり、食品ロス削減の観点で全員喫食導入の有無に係る働きかけを行うべきもの 

ではないと認識しています。しかしながら、食品ロス削減に係る取り組みや児童・生徒等への

啓発については、引き続き教育委員会と連携して進めてまいりたいと考えております。 

 

 

 

 

 

 

＜答弁＞ 

 業者の選定方法につきましては、機械等施設点検・運転操作業種で豊中市入札参加資格

事業者に登録されている業者の中から、遊具施設の修繕実績のある業者を選定しており、

「豊中市物品等指名競争入札参加者指名事務取扱内規」に基づき、契約予定金額に応じた

業者数である５業者を指名しております。業種での登録業者が多数ある中で特定の５社を 

選定した根拠ですが、公園施設製品安全管理士の資格を有する点検者が在籍していること、

また、今まで市内において、定期点検や日常の維持管理業務や遊具施設の修繕実績のある

業者を選定しておりました。今後につきましては、公園施設製品安全管理士の資格を有する

点検者が在籍する業者数の把握を行うと共に、包括外部監査の意見も踏まえ、入札参加 

資格の基準を見直し、実績がない業者への入札参加の機会を与えるなど、さらなる入札等に

おける公平性・透明性の確保に努めてまいります。 

 

 



 

＜答弁＞ 

 点検報告書の提出については受注者に対し、再三にわたり提出の指示を行いましたが、  

これに応じず年度末での提出になりました。また、全ての遊具がＢ評価となっている点に   

ついても、その内容について協議を行いましたが、点検は有資格者による目視・触診・打診等

によるもので、最終的には有資格者による点検結果であるとして報告書を受理したものです。

今後につきましては、提出期日を遵守するよう受託者に周知徹底するとともに、報告書の  

提出に伴い、一定程度現地を立会するなど、履行状況に不備が無いかを確認できるよう、 

仕様書の見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

＜答弁＞ 

 当該施設は、耐震基準を満たしておりませんが、公園管理事務所に併設された場所で、 

柵があるなど公園利用者が行き交う場所ではなく、不急な事業であることから、事業予算の 

見送りをしたものですが、次年度以降、当課にかかる事業の優先順位も踏まえ、早期に   

予算を確保し、解体を進めてまいります。 

 

 

 



 

＜答弁＞ 

 粗大ごみについては、費用負担の公平性から、処理原価の一定割合を排出者が負担する

こととし、有料化に移行する際の激変緩和と他都市の状況を考慮し、処理原価の概ね３０％ 

とし、これまで、手数料改定は行わず処理経費削減など業務の効率化を図ってまいりました。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 粗大ごみについては、ごみの減量促進の観点から他市状況も鑑み、粗大ごみ処理     

手数料の見直しについて関係部局と調整を進めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

＜答弁＞ 

 し尿処理の手数料については、工事現場等の汲み取りにかかる臨時し尿処理手数料の  

適正化を図るため、令和４年度中の見直しに向けて、関係部局と調整を進めている      

ところです。 

 

 



 

 

 

 

＜答弁＞ 

 印刷製本業務の入札依頼に基づき、契約検査課が物品登録業者の中から仕様書通りの

業務が可能な業者を選定しております。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 わが家のごみカレンダーの印刷発注については、前年度の落札業者から取得した     

参考見積をもとに予定価格を設定しており、当該業者が見積価格と同額で入札したため、 

落札率が１００％となったものです。 

 今後は、予定価格を設定する際、複数の業者から見積を取得する等の取組みを      

検討します。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 わが家のごみカレンダー等の宅配については、配布物を市内の全世帯に配布するにあたり、

市が毎月発行している「広報とよなか」の宅配業者と契約することが最も効率的で、短期間で

適正な業務の執行が図れるため、随意契約としておりました。 

 今後は、短期間に効率的に市内全域の宅配業務を遂行可能である業者の情報収集などを



行い競争入札についての検討をしていきます。 

 

 

 

 

＜答弁＞ 

 第４次豊中市地球温暖化対策実行計画で、市の全ての事務事業から排出される温室効果

ガスは、平成２５年度（２０１３年度）比で平成３９年度（２０２７年度）までに３５．４％削減する

ことを目的としており、令和元年度（２０１９年度）実績は２６．７％の削減で、目標に比して  

順調に進んでいます。効率的な空調運転、低燃費型の公用車の更新などハード部分の   

取り組みにより、温室効果ガス削減の効果が出ていると考えています。今後、さらに施策を 

推進するため、高効率の設備更新や再生可能エネルギー比率の高い電力調達、公用車の

電動化など具体的に進めていく必要があります。 

 

 

 

 

＜答弁＞ 

 第４次豊中市ごみ減量計画は平成３０年度（２０１８年度）から令和９年度（２０２７年度）を

計画期間としています。減量目標としてごみの焼却処理量を掲げていますが、その達成に  

向けた個別の数値目標として家庭系ごみ１人１日当たり量、事業系ごみ量、リサイクル率を 

掲げています。 

 令和２年度において、減量目標であるごみの焼却処理量については当年度の計画値を  

下回っており順調に削減が進んでいます。個別の数値目標については、事業系ごみ量は   

当年度の計画値を大幅に下回っている一方、家庭系ごみ１人１日当たり量については    

前年度より増えています。また、リサイクル率については、前年度より増えているものの、   

当年度計画値は下回っています。 

 

 

 



 

＜答弁＞ 

 減量目標であるごみの焼却量については、令和９年度の目標達成に向けて順調に削減が

進んでいます。個別の数値目標である家庭系ごみ１人１日当たり量が増加し、事業系ごみ 

量が大幅に減少している状況については、コロナ禍による影響が大きいと認識しています。 

第４次豊中市一般廃棄物処理基本計画と第４次豊中市ごみ減量計画の中間見直しを   

行う中で、目標達成に向けた取組みについて検討してまいります。 

 

 

 

 

＜答弁＞ 

 最低使用料の算定につきましては、今まで一律の最低使用料を設定しておりましたが、  

物件ごとに過去の売上実績及び使用料を勘案した金額に見直しを行い、この基準に基づき、

令和３年１２月に、令和４年４月からの公園内清涼飲料水自動販売機設置に対して、事業者

公募を行い、入札を実施しました。 

 

 

 

 

＜答弁＞ 

 スマートハウスとは、ＩＴなど最新テクノロジーを活用した住宅のことで、ＨＥＭＳ（ホーム    

エネルギーマネジメントシステム）などでエネルギー使用量を見える化し、太陽光発電などで 

エネルギーを作り、蓄電池システムで貯め、外壁や窓などの断熱性能を高め、高効率な  



省エネルギー設備導入等により、エネルギー消費量を大幅に減らす住宅のことです。 

 予算の積算根拠は、既存住宅の断熱リフォームと太陽光発電システムなどとの       

組み合わせで８０件、２８００万円、太陽光パネルなど個別の設置に対して６０件、４００万円、

新築のＺＥＨ住宅に対して１０件、２００万円で計３４００万円となっています。 

 

 

 

 

＜答弁＞ 

 本市としましては、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の趣旨に基づき 

プラスチックの資源循環を促進していきたいと考えておりますが、現時点では具体的に    

示されていない部分も多く、引き続き状況を注視してまいりたいと考えております。 

 

 

 

 

＜答弁＞ 

 過積載は、大規模建築物に設置されている貯留排出設備（ドラム）での回収が多い    

区域等に多く散見されており、当該区域の受け持ち事業者が該当しております。過積載は、 

道路交通法違反で看過できないことであり、誠に遺憾であると考えております。 

 当該違反が発生した事業者につきましては、原因及び再発防止策の報告書を求め、現場

管理責任者に指導を行い、また、再度の違反を繰り返した場合は、受託業者の責任者に対し

従業員の教育指導を促すとともに厳重注意を行っております。 


